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は じ め に 

本報告書は秋田県で開催される令和７年度第２回地域計画推進全県研修会で「紫波町における地域計画策

定経過と今後の展開方向」と題して報告する機会があったことから、主にこれまで公表してきた産業政策監

調査研究報告の内容を再編集し研修会資料としてとりまとめたものです。なお、今回新たに加えた内容は次

の通りです。 

①全国の農業経営体数と経営面積の見通し 

紫波町の予測値と農林水産省が公表している 2030 年の見通しを比較し、ほぼ同一の傾向であることを確

認しました。 

紫波町と全国の予測値が類似するのは、基幹的農業従事者の年齢構成が全国的にほぼ同じであるためと 

考えられます。その要因として、1971 年～1974 年の第二次ベビーブーム以降の一貫した人口減少、1990

年以降の一貫した米価の下落による収益の悪化、1986 年～1991 年のバブル期の高い有効求人倍率による農

業後継者の他産業への就職が考えられます。 

②秋田県の農業経営体数と供給農地の予測値 

  これまで活用してきた農業経営体数と供給農地の予測値の妥当性と地域性を検討するために、秋田県と

岩手県の予測値と秋田市、大仙市、鹿角市、紫波町の予測値を比較しました。 

  県・市町村レベルでの予測値は、ほぼ同じ傾向でしたが、旧町村別では減少率に差がみられました。減

少率の差は、地域の主作物の基幹的農業従事者の年齢構成の差によるものと推察されました。 

この旧町村ごとの地域差が地域計画を見直す際の着眼点になると考えられます。 

③今後の展開方向 

 地域計画で課題となっている白地農地の解消という農地問題は、結局のところ担い手問題と農業振興問

題であることを整理しました。（白地農地とは将来の引き受け手が決まっていない農地） 

農業収益悪化⇒農外への就業⇒農業の担い手減少⇒離農農家から農地が供給⇒引き受け手不在 

⇒白地農地発生 

④今後想定される担い手の姿 

想定される担い手の姿を描き出した根拠となる生産構造の変化について次の分析結果を追加しました。 

水稲作付面積規模別水稲作付面積の集積状況、集落営農の動向、新規就農者の動向、 

認定農業者の状況、臨時雇用の動向、農家数の動向、水稲作業受託経営体数の動向 

 ⑤地域計画の課題と今後の対応方向 

   実際に地域計画を作成する上で課題となった点は、計画策定範囲の定義があいまい、地域での組織的意

思決定主体の不在、策定手法が地域の実情に合わない、膨大な事務量に対するマンパワーの不足が挙げら

れます。 

対応方向として、地域で組織的意思決定ができる主体の創設、白地農地解消から地域農業振興中心の議

論、地域特性の尊重、地方交付税での市町村への財政措置が挙げられます。 

なお、報告書中の「2.今後の展開方向」に記載している「④想定される担い手の確保方策の考え方」「⑤

タイプ別新規就農者確保方策の考え方」は、現時点では町として組織的にオーソライズされているもので

はなく、今後の検討素案として記載しているものです。 

本報告書を各地区で地域計画の見直しにあたって役立てていただければ幸いです。 

  本報告書は、研修会資料として作成したスライドをそのまま掲載していますが、表紙の画像と要約は

google の生成 AI Gemini と NotebookLM を用いて作成しています。 
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要    約 

 

本要約は、一次資料である 10 ページ以降の研修会報告資料をもとにして Google NotebookLM を用いて

作成したものです。以下は出力された原文です。（事実と異なっている部分は修正してあります。） 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

岩手県紫波町が直面する農業の構造的課題と、それに対応するための地域計画策定の先進的な取り組みに 

ついて要約するものである。紫波町は、証拠に基づく政策立案（EBPM）を適用し、AI 予測モデルや各種統 

計データを駆使して農地の需給動向を定量的に分析している。 

分析の結果、2030 年までに農業経営体数が約半数に激減し、大量の供給過剰農地が発生するという深刻な

未来が予測されている。この傾向は紫波町に限らず、全国的な課題であることがデータで裏付けられてい

る。問題の根源は、単なる農地の受け手不足ではなく、農業の収益性低下に起因する「担い手」の絶対的不

足にある。 

この本質的な課題に対し、紫波町は「農地問題は担い手問題であり、担い手問題は農業振興問題である」

との認識のもと、従来の対症療法的な農地管理から、担い手の育成と農業全体の収益性向上を目指す農業振

興策へと戦略の軸足を転換している。その具体策として、地域特性に応じて「子実用トウモロコシ産地化」

や「農地一元的管理主体創設」といった複数の「リーディングプロジェクト」をアジャイル型で試行し、未

来の農業モデルを模索している。 

水分地区での地域計画策定プロセスは、データ分析と住民の合意形成を融合させたボトムアップ型アプロ

ーチの好事例であり、今後の地域計画策定における重要な示唆を与える。本資料は、これらの取り組みから

得られた洞察と、今後の農業政策が目指すべき方向性を詳述する。 

 

1.地域計画の策定アプローチ：EBPM の適用 

紫波町の地域計画策定は、証拠に基づく政策立案（Evidence-Based Policy Making: EBPM）を基本原則と

している。このアプローチは、場当たり的なエピソードに依存せず、政策目的を明確化した上で、合理的根

拠（エビデンス）に基づいて政策を形成するものである。 

 

1.1.エビデンスの基盤：「産業政策監調査研究報告」 

EBPM の中核をなすのが「産業政策監調査研究報告」である。これは町の農政課題解決のための調査研

究結果をまとめた報告書群であり、以下の特徴を持つ。 

起源:新型コロナウイルス感染拡大により研修会が開催できなくなったことをきっかけに、調査研究成

果を報告書にまとめ、町ホームページでの公開を開始。 

役割:政策形成プロセスと、後述するリーディングプロジェクトの実施結果を公開し、EBPM の根拠と

なるエビデンスを提供する。 

情報共有:作成された報告書は紫波町経営改善支援センター会議で報告され、関係機関と情報が共有さ

れる。 

実績:令和 7 年末までに 40 本の報告書を公表している。特に令和 6 年には地域計画関連の報告書が多

く公表された。内容は農林業センサス分析、担い手分析、リーディングプロジェクト関連が中心

となっている。 
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1.2.EBPM のスキーム 

紫波町では、農業現場の多様なデータをエビデンスとして体系化し、具体的な政策（リーディングプロ

ジェクト）に繋げている。 

 

デ ー タ ソ ー ス 分   析   内   容 

農林業センサス、経営改善計画等 農業構造分析、動向予測、経営実態分析 

認定農業者経営改善計画 農地需要量分析 

営農意向調査 今後の営農意向分析 

先行事例 リーディングプロジェクトの実行可能性 

 

これらの分析結果が、子実用トウモロコシ産地化や新たなウルシ産業創出といった 8 つのリーディングプ

ロジェクトの基盤となっている。 

 

2.農地の需給予測と構造的課題 

EBPM に基づき、複数の予測モデルを用いて農地の需給見通しを定量化し、深刻な構造的課題を浮き彫り

にしている。 

 

2.1. 紫波町の未来予測：供給過剰農地の発生 

 

予測手法: 

1. AI による農業経営体数の予測モデル（農研機構）: 離農者数とそれにより供給される農地面積を予測。 

2. 地域農業分析支援シート（岩手県農業研究センター）: 経営主の年齢階層別データに基づき、将来の経営

体数と経営面積を試算。 

3. 認定農業者の経営改善計画書: 担い手側の農地需要面積を算出。 

 

主な予測結果: 

 経営体数の激減: 2020 年の 1,221 経営体が、2030 年には約 712～727 経営体へと大幅に減少する見込

み。 

 供給農地面積の増大: 

o AI モデルでは、2015 年から 2030 年にかけて離農により 961ha の農地が供給されると予測。 

o 分析支援シートでは、2020 年から 2030 年の 10 年間で 1,229ha の農地が供給されると試算。こ

れは過去 10 年間の減少幅を大きく上回る。（AI モデルは個人経営体の面積、分析支援シートは

全経営体の面積） 

 作物別での深刻な減少: 2030 年までに主要作物の経営体数・作付面積は約 6 割に減少する見込み。特に

小麦の減少率が高い。 

 供給過剰農地の試算: 供給予測面積から認定農業者の拡大目標面積を差し引くと、2030 年には町全体で

299.3ha の供給過剰農地が発生すると試算される。特に赤石地区、志和地区、古館地区、赤沢地区、佐

比内地区で過剰面積が大きくなる見込み。 
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試算を超える潜在的リスク: これまでの試算は個人経営体の離農を前提としているが、より大きな構造的リス

クが存在する。団体経営体のうち、構成員の高齢化で経営中止リスクを抱える非法人の集落営農組織が

1,523ha を占めており、これらの組織が解散した場合、供給過剰となる農地は試算を大幅に上回り、地域の

農地維持は壊滅的な打撃を受ける可能性がある。 

 

2.2. 全国及び他県との比較分析 

紫波町の動向は、局地的な現象ではない。 

 全国的な傾向: 農林水産省の試算でも、2030 年までに全国の総経営体数は 108 万から 54 万へ、個人経

営体数は 104 万から 49 万へと半減する見込みであり、紫波町の予測と軌を一にしている。 

 類似する要因: この全国的な傾向の背景には、共通の構造的要因が存在する。 

1. 年齢構成:基幹的農業従事者の年齢構成が全国的に高齢層に偏り、59 歳以下が極端に少ない。 

2. 人口動態:第二次ベビーブーム（1971～74 年）以降、人口が一貫して減少。 

3. 経済状況:1990 年以降の米価の長期的な低迷による収益性の悪化。 

4. 労働市場:バブル期の高い有効求人倍率が、若年層の他産業への流出を加速させた。 

 県・市町村間の比較: 

o 秋田県と岩手県を比較しても、個人経営体の減少率はほぼ同じである。これは両県とも基幹的

農業従事者の年齢構成が類似しているためである。 

o 秋田市、大仙市、鹿角市と紫波町を比較しても、市町単位での減少傾向はほぼ同じである。こ

れは各市町内に多様な地域（平坦水田、混住、丘陵）が混在するためである。 

o 重要な示唆:農業構造の変化はマクロな要因に強く規定されており、市町村内の旧町村単位で分

析することで初めて、地域ごとの農業振興策の違いに繋がる「地域性」が見えてくる。 

 

2.3.紫波町内の地域特性と課題 

紫波町は地理的に多様であり、課題と対応方向も地域ごとに異なる。 

地域区分 主な地区 農地の需給見通しと課題 想定される対応方向 

平坦水田地域 

水分、志

和、彦部

等 

兼業農家のリタイアにより多量の水田が

供給される。法人の受け入れも限界に近づ

き、農地の分散が課題。 

・農地の受け皿となる水田作経営体の

育成 

・省力的な転作畑作物の導入 

・大規模経営体の農地集約化 

混住兼業地域 
日詰、古

館、赤石 

認定農業者や法人が極めて少なく、供給

される農地の引き受け手が不在。遊休農地

の大量発生が懸念される。 

・広域での農地の受け皿確保 

・消費者が野菜作りをできる場の提供 

丘陵果樹地域 
佐比内、

赤沢等 

労働集約的な果樹作で臨時雇用の確保が

困難。樹園地の借り手がおらず、廃園・荒

廃が懸念される。 

・地域外からの臨時雇用の確保 

・地域全体で水田を維持する仕組みの

創設 

山間地域 
志和山間

部等 

耕作条件が悪く担い手も不在。不作付地が

増加し、鳥獣被害の拡大が懸念される。 

・荒廃農地の発生防止 

・林業経営で採算がとれる新たな樹種

の栽培 
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3. 実践事例：水分地区の地域計画策定プロセス 

水分地区は、データ分析と住民の主体的な議論を組み合わせた地域計画策定のモデルケースである。 

 

3.1. 策定体制とプロセス 

 水分地区地域計画策定委員会: 農業委員、JA 役員、認定農業者、農家組合長など、地域の農業関係者 34

名で構成。組織的な意思決定と合意形成の場として機能。 

 徹底した議論: 設立準備から計画策定まで約 1 年間で約 30 回の会議（事務局会議、幹事会、委員会、全

体説明会）を開催。紫波町農政課も参加し、データ分析と検討を共同で実施。 

3.2.活用されたデータと分析結果 

客観的データと農業者の意向を組み合わせ、現状と未来を多角的に分析した。 

 統計・予測データ分析（紫波町担当）: 町全体の基幹的農業従事者数の見通しでは、64 歳以下の若手・

中堅層が 2020 年の 47%から 2035 年には 25%まで減少する一方、水分地区では同期間に 42%から 34%

に減少する見込みで、町全体よりは担い手が若干多く残ることが示された。 

 営農意向調査（策定委員会担当）: 

o 水稲経営については、「現状維持」が経営体数の 68%を占めるが、作付面積を「増やす」意向の

経営体では、法人の認定農業者が最大面積を占める。 

o 農業後継者については、「一緒に農業している」はわずか 15%、「自分の代でやめる」が 31%

と、後継者不在が深刻。 

o 今後の水田農業のあり方については、「担い手への農地の集約」「農地利用のブロック化」を望

む声が多い。 

 インタビュー調査（策定委員会担当）: 規模拡大意向のある 10 経営体への聞き取り調査から、以下の課

題が明確化された。 

o 働き手がいない（周年雇用の難しさ） 

o 乾燥調製施設など機械施設の整備が必要 

o もち米栽培の作業負荷と作業競合 

o 現行技術での規模拡大の限界 

o 転作作物の作業競合 

o 隣接する矢巾町や古館地区にも借地があり作業効率が悪い 

3.3.「水分水田農業ビジョン」の策定 

これらの分析と議論を経て、目指すべき将来像として「水分水田農業ビジョン」が策定された。 

 目指す姿: 

o 担い手: 経営規模 100ha 以上の「水田作メガファーム」や多様な担い手による持続可能な営農。 

o 農業生産技術: スマート農業や低コスト生産技術の積極的導入。 

o 農地利用: 農地情報の一元管理による担い手への集積と団地化の推進。 

 実現のための重点成功要因: 

o 法人化による就労環境整備、JA の出資要請。 

o 乾燥調製施設の整備と既存施設の効率的利用。 

o 畑作物の合理的輪作体系の確立（麦、大豆、子実トウモロコシ）。 

o スマート農業機械の導入促進。 

o 農地情報を一元管理する主体の創設検討。 



- 7 - 

 

 推進組織: 策定委員会を母体として、ビジョンを実現するための推進組織「水分未来創造会議（水来会

議）」を設置し、具体的なアクションプランに取り組んでいく。 

 

4.今後の展開方向：担い手問題から農業振興へ 

農地問題の本質は担い手問題であり、その解決には農業振興が不可欠であるという認識のもと、今後の展

開方向が示されている。 

 

4.1.問題の本質：「白地農地」が生まれるメカニズム 

農林水産省による全国の地域計画分析でも、「担い手不足」が最大の課題（86%の地区が言及）として抽出

されている。 

 

農業収益悪化 → 農外への就業 → 農業の担い手減少 → 離農農家から農地が供給 → 引き受け手不在 →  

白地農地発生 

この連鎖を断ち切るには、白地農地の解消を「結果」として捉え、その原因である担い手の育成・支援に

こそ資源を集中投下する必要がある。今後の地域計画は、担い手を育てるための計画となるべきである。 

 

4.2. 将来の担い手の類型と確保策 

農業生産構造の変化を踏まえ、多様な担い手の姿を想定し、それぞれに応じた確保・育成策を講じる必要

がある。 

 

＜想定される担い手の姿＞ 

 水田作メガファーム: 地域の農地の受け皿となる大規模水田作法人経営体（100ha 以上）。 

 集落営農連携法人: 複数の集落営農が連携した法人。 

 農地一元的管理主体: 中山間地域等で地域の農地を維持管理する経営体（農村 RMO 的機能も持つ）。 

 認定農業者（個人・法人）: 農地の引き受け手となる中核的経営体。 

 多様な担い手: 自給的農家、半農半 X、農ある暮らしの実現者。 

 臨時雇用者: 企業の副業解禁などを背景とした、農繁期の労働力。 

 農業支援サービス事業体: 農作業受託を専門に行う経営体。 

 

＜タイプ別新規就農者確保方策＞ 

画一的な支援ではなく、地域のニーズと就農希望者のタイプをマッチングさせる戦略的なアプローチが

求められる。 

就農タイプ 確 保 目 的 主  な  支  援  策 

法人雇用就農タイプ 大規模法人の人材確保 新規就農者育成総合対策（雇用就農資金） 

認定農業者親元就農タイプ 認定農業者の維持 親元就農支援補助金（紫波町独自） 

認定農業者第三者継承タイプ 認定農業者の確保 経営発展支援事業 

JA ブランド品目就農タイプ JA ブランド品目の維持・拡大 新規就農者育成総合対策（経営開始資金等） 

農村移住就農タイプ 定住人口の増加 農業体験農園設置推進 
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4.3.リーディングプロジェクトによる実践 

紫波町では、これらの担い手育成と農業振興を具体化するため、地域特性に応じた複数のリーディング

プロジェクトを試行している。これらは、PDR サイクル（Prep:準備、Do:実行、Review:見直し）を用い

たアジャイル型で推進される。 

 

地域区分 プロジェクト名 概    要    と    目    的 

平坦水田地域 

子実トウモロコ

シ産地化 

今後供給される水田を有効活用するため、省力的で大規模経営に適し

た子実トウモロコシを導入。耕畜連携による資源循環も目指す。 

資源循環型酒造 
酒粕を堆肥化し酒米生産に利用する資源循環モデルを構築し、酒造り

のゼロエミッション化を目指す。 

つなぐビール連

携 

町内でビール麦を栽培し、地域経済循環を促進する。県産原料 100%の

クラフトビールを商品化。 

農地集約プログ

ラム 

専用 Web アプリとマッチング理論を活用し、担い手への農地集約・団

地化を進め、生産性向上を図る。 

丘陵・山間地

域 

農地一元的管理

主体創設 

中山間地域において、一般社団法人等が地域の農地を一元的に借り受

け管理する「地域まるっと中間管理方式」を導入し、荒廃農地発生を防

ぐ。 

労働力マッチン

グアプリ活用 

果樹作の繁忙期における労働力不足に対応するため、1 日単位で働き手

を募集できるアプリ「デイワーク」の活用を促進。 

混住兼業地域 
農業体験農園普

及 

低利用農地を活用し、非農家がプロの指導のもと野菜作りを体験でき

る場を提供。多様な担い手の育成や移住促進に繋げる。 

山間地域 
新たなウルシ産

業創出 

国産漆の需要増を背景に、新たな技術を活用したウルシ栽培を実証。

林業の新たな収益源や山間農地の有効活用策として期待。 

 

5. 結論と今後の方向性 

紫波町の取り組みは、今後の地域計画が直面する課題と、それに対する実践的な解決の方向性を示して

いる。 

 

5.1. 地域計画策定における課題 

市町村から見た地域計画の策定には、依然として多くの課題が存在する。 

 定義の不明瞭さ: 計画策定範囲の定義が曖昧。 

 組織の不在: 地域に組織的な意思決定ができる主体が存在しない。 

 マンパワー不足: 膨大な事務量に対し、行政の人員が不足している。 

 手法のミスマッチ: 

o 国が示す手法が現場の実情、特に果樹・園芸作地域に合わない。これらの地域では農地集積よ

りも労働力確保が最重要課題である。 

o 規模の経済性を追求する計画は、労働集約型の作物には適用しにくい。 
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5.2.今後の対応方向 

これらの課題を克服するためには、以下のアプローチが不可欠である。 

1. 地域主体の育成: 時間はかかっても、地域で組織的意思決定ができる主体を設立することが根本的な解

決策となる。 

2. 目的の転換:「白地農地の解消」という結果指標ではなく、「地域の農業振興」を議論の中心に据える。 

3. 地域特性の尊重:果樹・園芸地域など、土地利用型作物とは異なる課題を持つ地域の実情に合った、労働

力確保などの計画内容を市町村が自主的に策定できる仕組みを尊重する。 

4. 財源措置:市町村が自主的に計画を実現できるよう、地方交付税措置など、使途の自由度が高い予算を確

保する。 

 

5.3. まとめ 

全国的に農業経営体は激減し、大量の供給過剰農地が発生する未来は避けられない。この構造的危機に対

し、紫波町は「農地問題は担い手問題、担い手問題は農業振興問題」という本質を捉え、証拠に基づき、地

域の実情に合わせた具体的な農業振興策を試行している。 

リーディングプロジェクトは、その一つの試行例であり、農地条件や作物構成を考慮すれば、その知見は

他の地域でも適用可能である。今後の農業政策は、地域の担い手の姿を明確に描き、必要な担い手を確保・

育成するための戦略的な農業振興へと舵を切ることが強く求められる。 
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1.紫波町における地域計画の策定経過 

 （１）ＥＢＰＭの適用 

EBPM（Evidence Based Policy Making 証拠に基づく政策立案）とは、政策の企画をその場限りのエピ

ソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠（エビデンス）に基づくものとするこ

とです。 

「広義」の EBPM は客観的なデータ（エビデンス）を基に、課題を特定し、論理的な政策を組み立てる

プロセス全体」を指します。特徴は、勘や経験、声の大きい人の意見に頼るのではなく、統計データや意

向調査から「地域の真の課題」を浮き彫りにすることに重きを置きます。 

  

農林水産省や内閣府の指針においても、以下の 3 つのステップが EBPM の基本とされています。 

①現状把握（エビデンスの収集）: センサスや各種調査の分析政策立案（ロジックの構築） 

②課題に基づいた地域計画の策定 

③事後検証（評価）：実施後のデータによる軌道修正 
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（２）農地の需給見通しの定量化 

①紫波町の農地の需給見通し 
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②全国の農業経営体数と経営面積の見通し 
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③予測値が類似する要因 
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（３）秋田県の農業経営体数と供給農地の予測値 

①秋田県と岩手県の比較 
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②秋田市、大仙市、鹿角市、紫波町の比較 
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（４）水分地区の地域計画の策定経過 

①組織的意思決定主体の設置 

 

 

 

 



- 32 - 

 

②統計データ分析 
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③営農意向調査 
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④インタビュー調査 
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⑤水分水田農業ビジョン 
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2.今後の展開方向 

（１）農地問題は担い手問題 

①地域計画分析・検証（農水省） 
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②白地農地が生まれるメカニズム 
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③今後想定される担い手の姿 
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④想定する担い手の確保方策の考え方 
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⑤タイプ別新規就農者の別確保方策の考え方 
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（２）担い手問題は農業振興問題 

①リーディングプロジェクトとは 
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②平坦水田地域の取組 

 ア.子実トウモロコシ産地化 
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イ.資源循環型酒造 
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ウ.つなぐビール連携 
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エ.農地集約プログラム 
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③丘陵・山間地域の取組 

ア.農地一元的管理主体創設 
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イ.労働力マッチングアプリ活用促進 

 



- 70 - 

 

 

 

 

 

④混住兼業地域の取組 

ア.農業体験農園普及 
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（３）地域計画の課題今後の対応方向 
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まとめ 
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